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１．当社電柱における引込線の添架手続きの簡素化等について１．当社電柱における引込線の添架手続きの簡素化等について

【【 基本的な考え方基本的な考え方 】】

平 成 1 7 年 5 月 1 8 日
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現在、当社は「公益事業の電柱・管路等使用に関するガイドライン」に従い、各事業者様が公平かつ円滑に線路
敷設が行えるよう努めているところであり、現に自前で設備構築を行っている他事業者様も存在しますが、光ファ
イバサービスの普及・拡大に向け設備ベースの競争を促進するために、各事業者様がより一層自前で光ファイバ設
備を構築できるよう、当社としてもできる限り協力していく考えであり、この度、他事業者様から添架手続きの簡
素化等のご要望を頂いたことを踏まえ、添架ポイントが不足する場合への対応として新たな添架ポイントを開放す
る等に加え、添架手続きにつきましても簡素化を行っていきたいと考えております。

また、当社の電柱を他事業者様に円滑にご利用いただくためには、設備の安全性、利用の公平性を踏まえた一定
のルールのもと、ご利用いただくことが必要不可欠であると考えており、手続きの簡素化等の実現にあたっては、
この点も考慮する必要があると考えております。

以上の点を踏まえ、この度、他事業者様からご要望のあった添架手続きの簡素化等を実現するための具体案とし
て、①添架手続きの簡素化、②新たな添架ポイントの提供、③一束化への対応についてそれぞれ検討いたしました
ので、その内容についてご説明させていただきます。
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２．添架手続きの簡素化について２．添架手続きの簡素化について

他事業者様 当 社

添架申請書提出 申請書受領

調査回答回答書受領

①
吊
り
線
等
の
添
架

②
引
込
線
の
添
架

Fax等による通知

他事業者様 当 社

1条ずつ申請

現 在 の 手 続 き 新 た な 簡 素 化 手 続 き

調査（空き・強度）

1
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月
以
内

同 左

※この時点で、引込線の将来敷設予定条数等につ
いて、まとめて申請いただくこととします

引込線も
1条ずつ申請

添架申請書提出 申請書受領

調査回答回答書受領

調査（空き・強度）

1
ヶ
月
以
内

添架申請書提出 通知書受領

承諾・連絡連絡受領

敷設の都度は「通知」を行っていただけば添架が行
えるよう、手続きの簡素化・短縮化を図る考えです

お客様からの申し込みの都度、敷設が必要になると想定される引込線（単芯ドロップケーブル）につきまして
は、予め将来敷設予定の数量を申請していただくことで、敷設の都度は「通知」を行っていただけば添架可能と
なるよう、最大限の手続きの簡素化・短縮化を図る考えです（下記フロー参照）。
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３．新たな添架ポイント３．新たな添架ポイントのの提供について提供について

【 現行添架ルールにおける添架順序と新たな添架順序 】

③新たな添架ポイント（NTT引
込み線ポイント）の提供

【現状の添架順序】

①他事業者様向け空きポイント

②突き出し金物設置

③事業者間での一束化

①他事業者様向け空きポイント

②突き出し金物設置

④事業者間での一束化

【新たな添架順序】

■

電力保安通信線

ＮＴＴケーブル

他事業者様ケーブル

ＮＴＴ引込線
引留用Ｌ型金物

NTT東西共用柱の一例

●他事業者様向けポイントにおける単独添架、同ポイントにおける突き出し金物設置による単独添架ができない
場合の対応として、当社の引込み線ポイント（6.1mﾎﾟｲﾝﾄ）を新たな添架ポイントとして提供いたします。

●また、新たな添架ポイントについては、事業者間での一束化に先行して、ご利用いただくことも可能といたし
ます。

他事業者様
新たな添架ポイント

新たに開放新たに開放

平 成 1 7 年 5 月 1 8 日
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※添架状況により異なる場合が
あります

※
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４．一束化への対応について４．一束化への対応について 平 成 1 7 年 5 月 1 8 日
N T T東日本・N T T西日本

（参考）当社設備との一束化の特殊性

○事業者間の一束化については、以下のような課題があり、双方の事業者にとって引込線等の工事や保守業
務の円滑な実施に影響を与えるおそれがあるものと認識しております。

○特に、当社設備との一束化については、当社設備は工事が頻繁に発生すること、当社設備は他事業者設備
に比べてケーブル外径が太く重量も重い設備が多いため、当社設備の工事の際に他事業者の設備を損傷す
る可能性が高いと想定されることから、こうした点について検討していく必要があります。

①スパイラルハンガー内で相互に絡みあっている引込線等を無理に撤去した場合など、一方の事業者が実施
する工事によって、他方の事業者の設備の故障が誘発されるおそれがあること。

②万が一故障が発生した場合の、責任の明確化の整理が必要であること。
③車両事故や災害が起こった際には、複数事業者が同時期に同一添架位置で復旧工事を行う等、復旧作業の

衝突が想定されるが、他事業者との工事調整等の結果、当社設備の迅速な復旧が行えなくなるおそれがあ
ること。

④他事業者のＰＯＩボックスがＮＴＴケーブルに設置された場合、ＮＴＴクロージャの設置に支障が生じ、
当社がお客様並びに他事業者に提供するサービスに支障をきたすおそれがあること。

現状において、当社が空きがないことを理由に添架をお断りしている事例が僅少であることをかんがみれば、

今回の新たな添架ポイントの開放により、他事業者様の添架ポイントとしては十分であると考えますが、新た

な添架ポイントを開放してもなお、添架ポイントが不足する事態が生じた場合には、当社設備との一束化の方

法及び条件等について、検討することといたします。
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（（参考参考）） 添架貸与実績添架貸与実績

当社が空きがないことを理由に、添架を断った事例は僅少である当社が空きがないことを理由に、添架を断った事例は僅少である

（ＮＴＴ東日本）（ＮＴＴ東日本）
◆◆HH１４１４ ：： ０．５％０．５％ （１４件／（１４件／ ２，６１１件）２，６１１件）
◆◆HH１５１５ ：： ０．０３％（０．０３％（ ２件／２件／ ６，１５３件）６，１５３件）
◆◆HH１６１６ ：： ０．０％０．０％ （（ ０件／１５，０５７件）０件／１５，０５７件）

（ＮＴＴ西日本）（ＮＴＴ西日本）
◆◆HH１４１４ ：： ０．０％０．０％ （（ ０件／０件／ ６，７１７件）６，７１７件）
◆◆HH１５１５ ：： ０．３％０．３％ （４６件／１５，８９７件）（４６件／１５，８９７件）
◆◆HH１６１６ ：： ０．０５％（１６件／３３，６７０件）０．０５％（１６件／３３，６７０件）
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